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第 1 2001年 (平成 19年)10月 22ぼ付け原告弾情書面tiについて

1 同第 ユ「被告主張の根本的なまやおiじJに ついて

t 圧告の本項での主張は、要するに、最高説昭和 48年+1決が 「考慮すべき事

項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮して判断するとか (中略)''ヽ

であるときは、義量権の行使を誤った違法のものであることを免れないとい

うべきである。Jと し、更には、「この意味における適格性の有無は、当該戦

員の外部にあらわれた行動、報度に徴してこれを半は厳するほかない。その場

合、個々の行為、態度につき、その性質、態様 背景 状況等の詰般の事情

に照らして評価すべきことはもちろん、それら一連の行動 態度については
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相互に有機的に関連づけてこれを評価すべく、さらに当該職員の経匹や性格、

社会環境等の一世的要素をも考慮する必要がある。」「これら請性の要斉と絡

合的に検討したうえ、当該職に要求される一収的な適格性の要件との間違に

おいてこれを判断しなければならないのであるさJと判示しているところ、校

告部教委は、原告の経狂や研修成果について考慮していないのであり、本件

力限距分は、最高裁昭和4B年判決の判断枠組に反するものであり、判例違反

の連法なものであるというものである.

倒 被告都教委としても、最高裁昭和 48年判決が、原者3用 のとおり判示して

いることについて何ら異を述べるものではない。

しかし被告都報委は、本件分限処分をなすに当たり、原告が昭和 55年に東

京都公立学校教員として採用された等の職務上の海歴等は充分これを考慮し

ているし、庫告の外部にあらわれた行為、筈度につき、「その性質、者様、背

景、斗★況J等 を評価して本件分限処分となしているのであり、原告の主張は

共当といわなければならないものである。

● 最高裁昭和4S年判決は、地方公務員法 28条所定の分限 (処分】帝!度につ

いて、分限制度は 「公務の能事の維持およびその適正な運営の確保の目的ち

から制定されたものであることを判示し、
ヤ
公務の能平の維持およびその道正

な運営の確保の目的」の観点から28条 1項 3号所定の「その職に必要な道格

性を穴く場合Jの 判断要禁辱について十1示しているのであり、それ故、あく

まで 「その性質、憩様、背景、状況等の諸般の事情に照らし」(傍点は紙告都

教委が付したものである)と 判示しているのであり、要するに、適格性の有

無の判断基準は、「当該職に要求される十世的な適格性の要件」との関連にお

いて判断されるべきことを判示しているのである。
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“! 原告の椴は、普通数青 (中学校)の教員であり、「生活の教育をつかさどるJ

ものであつたのであり 「教員が成勲した社会人として自ら実践、垂範してす

る実物教育こそが、高等教育や寿門教育l_比して格別に強く期待さf■ている

ものとみなけ7tばならない。J(最 高裁昭和 54年 7月 Sl日半,扶における環裁

判官の捕足意見せ判例時報944号)の であり、原告の普通教育における教員

としての適格性の欠如は、上記最高裁昭キロ31年 7月 31日半tまの環裁掌じ官の

補足意見からしても明らかであるし、原告弓用の最高裁昭和 4巳年判決は、あ

くまで公詣員―性について判示したものであるところ、処分説明書記載の各

事実等を 「相互に有機的に関連づけて坪llI」すれば、原告は、教員 (教育公

務員)と してのみならず、公務員としても適格性を火くものなのである。

151 なお原告;ま、キ件処分は 研修成果について考慮していないので違法であ

る旨を主張しているが、後記第 2被告都数多の主張て主張するとおり、原告

に対する研修は、そ モヽも一定の研修成長を得ることを目的とした研修 (例

えば、ステップアップ研修)と はその性格を異にするものであり、本件分阻

免職処分4ま、研修成果を踏まえなければならないものではないし、被告部歌

委は、原告の研修への取り組み方 (研修態度)に ついて小平市教委から日頭

で報告を受けたものの、原告の研修態度は技して本件ヵ颯免職処力を否定す

るものではないと判断し、本件分限免職処分をなしているのである,

同第21缶論1、「私物」の件」について

, 原告の本項での主義十ま、要するに、O男性用雑誌職 理科準備室に保管さ

れていたのであり、理科室に放置されていたものではない、O男性用雑誌の

用とについては、性教育の教材に他ならない というものである。

じ しかし,こ 4(平 成 15年 10月 11日 教要岡崎美昭撮影)均1ら明らかなと
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おり、男性用雑誌は第 2理科準備量のみたらず、第 2理科宣にもあったので

あり、原告の主張は事実に反するものであるし 男性用雑誌の用とが、性教

育の教材に他ならない との主張が野長に反するものであることは、乙|の

男性用雑誌の保管状況等からしても明らかであるこ

3 同第 3「生徒Bに対する年罰‐確謝害の件とについて

に1 原告の本項での主張は、要するに、0「 生徒Bに 対する体罰〕について、

当初は、「強度のスキンシッブ」として体罰とは認識していなかったというも

のであり、9「 確認書」の件についても、岸川社長から度量なるパワームラ

スメントを受けていたため、「防抑のため止むを得ない選択であった」、とい

うものであるこ

1 2 1  しかし、原告の上記主張が事業に反するものであること|よ全 く明ちがであ

る.

131 すなわち、

ア 上記① 「生徒Bに 対する体朝Jに ついて、

(ア) 原告において、「生徒Bに 対する体罰」を 「強度のスキンシップJ

として体罰とは認識していなかったのであれば、原告としては、校告

都敦曇からの事情騒取において、「生徒Bの ほほとたたいた」という事

実とありのままに述べて、十体罰Jとは認識し,ていない旨を述べればよ

いtrlである.

(イ)し かし、原告は、被告都軟委による平成15年 1月 27日の事情聴取

において、「生徒Bに 対する体罰Jに ついて 「行っていませんFい っ

さい行っていません。Jと 述べている (乙20 2頁のど、3参 照)の で

ある=
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(ウ)絵 局、原告は、「生代Bに対する体罰どについて、体罰に当たるこ

とを認識していたが故に 「体罰」自体を石認すべく上記のとおり述べ

ているのであり、原告の主張、すなわち
'生

徒Bに対する体罰どを「強

度のスキンシップJと して体割とは認識していなかったとの主張が事

実は反するものであることは明らかなのである.

イ 上記0「 確認書Jの 件について、

(ア)原 きは、乙 2か ら明らかなとおり、確瓢書との表題のもと、「私生

徒Bは 平成 15年5月 8日の出中詢村でのソフトテニス大会で、疋田

教諭から体罰、暴力を受けていません、また、そのような報告として

いません.Jと生従、保護者に事実に反することを書くよう求いている

のである。

(イ)教 員が、生徒、保親者に対し、事実に反する 「確認書Jを 求めるこ

となど相対にあつてはならないのであり、いかなる理由かあれ、ある

まじき行為であること|ま明らかである。

(ウ)措 局、原告の主張、すなわち、澤十1社長から度重なるAワ ーハラス

メントを受けていたため、「防御のための止むを得ない選択であった」

との主転は、ま吉に失当の一請に尽きるものである.

4 同第 4「その他の事情Jに ついて

は1 原告の=項 での主張は、要するに、PTA会 報 (乙25)の記載は、何ら問

題にならな'と というものである。

ti しかし P′rA会 報 (乙25)から明らかなとおり、原告を除く他の教員は、

民名を犯載しているtrに対し、原告|よ、「疋国Johnnv入 口屋す]兵衛X lll

哲也Jと記載しているのであり、原告の主張の英当たることは明らかである。
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け なお原告は、本項|こおいて、「年に氏名の記載に聞執したわけではない。」

と主張しているが、甲 77(澤サilな長の証言)問 216の客に、「広報担当のほ

うが本名を書いてくださいと言つた時に、 これが本名だということで話があ

りました。広報、執頭を吉めて何度か本名を讐くように言ったんですが、最

後までこれが本名だということで期回しませんでした。」とあることから明ら

かなとおり、原告は上記記載に固執していたのであし、その結果、乙25の記

裁がなされていることを付督する。

S 同第 5「結語Jに ついて

は 原告の主張は、要するに、被告都敷書は原告の主張に正面々ヽら告えていな

い、というこのである。

じ しかし、被告都教姿は、答弁書第 3「被告都敦委の主張どにおいて、東京

都人事毒員会での害理を踏まえて主張をなしているのであり 原告の主張の

矢当たること|ま全く明らかである。

第2 被告都敦委の主張

1 本件については 東京都人事善員会において著理が行われ 平成 19年 1月

26日付けをもって、「請求人 (原告)の害査請求を菜却する!」との裁決 (甲76)

が出されているのである,

2 原告は、澤川校長が小平五中に着任した平成 11年 4月 !日以降に瞑っても、

処方説明書 (及び督弁書第 2被告都教妻の主張)に 記載したとおり、教育公蒋

員としてあるまじき行為を三ねているのであり、扇告には、「公務の能率の維持

およびモvTl適正た運営の確保Jの 観点からすれば、職務の円滑を速行に支障を

生じさせる (またほ支障を生じさせる高度の蓋然性を有する)簡 単に矯正する
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ことのできない持続性を有する索質、性格が存在していると判断せざるを得な

いのである=

3 なお、原告は、研修成果を考慮していないことが問題である、との主張とな

しているので、小平市教季が、平成 15年10月 6日から原告に対し、研修を命

じた事情を述ヽれば 以下のとおりである。

こ十 小平市執委は、平成 15年9月 3日、原告の手生徒Bに対する体罰J及び 1確

誕書Jの 件が新聞報道され (乙2Sの 1ないし4)9月 2S日には、 PTA役

員会から要望警 (乙2')が出され、保護者から :少なくとも来年平成 lS年3

月まで、こ田敦諭を数垣に立たせないでいただきたい,J「生徒を教える資質、

指導力に穴ける教員なので、システムにのっとった厳しい研修と課していた

だきたい.」との要望が出されたことと 小平市教委としても、原告の確認書

を保護者に要求するなどの行為は、教員としての資質、能力が著しく欠ける

ものと判断したことから、10月 3日付けともって、原告に対し、18月6日か

ら翌年 3月 31日までの間の研修を命じたのである,

げ 上記研修は、地教行は 45条 1項に基づくものであり、教育公務員としての

資賢の向上をも研修目的とはするものの、原告をこのまま小平五中に動務さ

せることは出来ない状況であったことから発令されたものであり 研修の結

果 (成果)を 踏まえたうえ、小平市強審として校告都数委に処分内申するか

否かを決定する というものではなかっためてある (甲81、輛せ5以下),

も1 小子市教委ほ、原告に対し研修を命ずるとともに、原告の問題行動につい

て調査を行い、平成18年 ]月召日付けをもって被告都教委に内申をとしてい

る (乙6i t~である.

- 1 -



“! 小平市救委は、上記に述べたとおり、研修途中の2月 3日付けをもつて、

被告都敦客に対し内申を行っているのであるが、原告の研修へcl l取り組み方

(研修態賢)は、研修特萄等についてはこれを守るものの 「一連の問題行動

と打ちi肖すに足りる」ものではなかったのであり (甲81、間33参照)、被告

部敦委としても、原告の研修憲度については小平市教委から日頭による報告

は受けたるのの、決して本件分限免職処分を百定するものではないと判断し

本件分眼完監拠分をなしたのである]

151 あらためて述べるまでもなく、地方公議員法上、分眼免職処分をとすに当

たり、職員の研修が義務付けられているわけではないし 最高註昭和 48年半1

t4も、分眼免触処分に当たり研修を義務付けているわけで十まないのであり、

分FjR免職処分に当たり、研修を行うか、あるいは 研修を行つたうえ、研修

態度を含め研じ成果をいかに評価し、判断するかは、任命権者の合理的裁量

に季ねられているのである.

8 被告都敦委として,ま、小平市教孝から原告の研修態度については報告を受

けていたのであり、原告の研修館度についてはこれを考慮したものの よ件

で間題とされる原告の兼質、能力、性杵等は、研修によっては是正し得ない

もv~とキ」断し、本件分岐免職処分をなしているのである、

口 なお、本件で問題とされる原告の素質、能力、性格等が研イじによぅても是

正し得ないキのであったことは、

ア 原告は、研修期間中の平成 13年 12月 1も日、津川校長から第 1 第 2理

科室、第 1、第 2理村準備宣および暗室にある私物を平成 15年12月 J6B

(&)力 らヽ翌 1月 5日 (月)ま での問に校外に搬出するよう鵬詣命令 (乙

S)を受けたにもかかわらず、上記期間中に、一部ほこれを投出したもの
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の、完全には搬出を実行しなかったこと,

イ 原告は、平成 15年 10月 8日、9日の東京都教醐員研修センターでの研

修によつ、「自らのそれまでの体割についての認鼓が全く誤りであつたこ

とを気付かされ、作割に関する認識を根にから改めている。Jと 主張 r訴

状 46頁)し たうえ、子上記研修後、直接の面会!まかなわなかったが、B君

およびその両親rt手紙の形で謝罪をし!た として、乙 8添付の平成 15年

19月 18日付け 1生徒B、生徒Bの ご両親への謝罪文」を書いたと主張し

(訴状と7頁)、要するに、研修の成果があった旨を主張している。

しかし、甲27、lS枚目 (平成 15年 10月 21日付け研修報告書)に は、

O 平成 15年lG tt S日夜、原告はB生た宅へ電話していることじ

O B生俺の両親は、激怒しており、「五中の生徒や親たちに本当のことを

ちゃんと説明し、公開の場で齢罪じろ.校長にその文を渡さなかったら、

刑事告兼するつもりだから党悟しろ」と言われたことで

0 モオ1で、公開されても良い文章 〔説明と謝罪を兼ねるもの)を 枝長か

ら見せてもらったものの、校長からB生徒の父親の怒りは収まっていな

いことを聞いたことJ

が書かれているのであり、乙8添付の平成 15年 10月 13日付け 「生た3、

生ltB1/1両親への話罪文!は 、原告が平成 15年 10月 [日夜に生徒宅ヽ電

話し、B生徒の両親が激怒してtlることを知って書いたと自ら認めている

のであり、原告の上記主張は信用出来ないものであること。

年からして明らかなのであるぅ

181 うなみに 原告ほ、現時点においてさえ 2007年 (平成 13年)10■ 22

日付け原告準備書面けにおいて、男性用紅誌は、原告が、理科準備室に、ダ

ンボールに入れて保管していたものと 田崎教頭が理科室に無入し、乙4の

写真を撮影した等、事実に反する主張をなと,、自己の非を認めないのであう
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本件でFE5露とされる原告の楽質、能力、性格等は何ら変わっていないと判断

せぎるを得ないことを付言する。

4 原告は、すでに述べたとおり、「生徒Bに対するは罰」及び 「「確認書Jの 件」

のみからしても明らかなとおり、教員として|ま勿論のこと、一般社会人として

もあるまじ言行為をなしているのであり、「私物の作J等、他の事実と相互に有

機的に関連付けて評価すれば、キ件で問題とされる原告の斉質、能力、性格等

はまさに 「rrtみ着いたもの」といわぎるを得ないものであるし、処分説明害記

裁の各事実は、たまたま生じた偶発的な出来事と評価することiま不可能であり、

本件で間穂とされる原告の素質、能力、性悟等は、そもそも研修により是正し

得るという性格 ・性質のものではないのである,

S 原告の研修に関する主張、すなわち原告に対する研修は充分な成果をあげた

のであり、原告に対する分呪専由はなくなったとの主張の失当たることに明ら

力なのである.

6被 告部散曇としては、原告の行為について懲戒処分をも検討したのであるが、

原告の外部にあらわれた行動、態度を結合的に検討した結果、本件は、原告の

妻質、能力 性格等に根ざした問題であり、懲戒事業というよりは分限事秦で

あるとの結論に差して本昨分限処分をなしているのであり、被告都教書は、あ

くまで原告が教員 (ないしな静員)と しての適格性を有するか否か、最高裁昭

和 48年半」換を踏まえて半1断をなしているのであって、さ意的処分でをいことは

幻論のこと 裁量穫を澄用してなしたものでないことは明らかなのである。
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